
自家消費型太陽光 導入顧客の節税メリットについて 

【中小企業経営強化税制 10%税額控除 / 即時償却 】 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf 

 

Q1:対象は? 

A1: 

・全量自家消費 

・余剰売電型(自家消費率 50%以上) 

発電した電気をすべて自家消費する「全量自家消費」、一部を売電する「余剰売電型」の場合 

には、自家消費率 50%以上の発電所が対象になります。 

 

Q2:対象にならないのは? 

A2: 

・投資用太陽光発電 

・余剰売電型(自家消費率 50%未満) 

上記の発電所は対象外になりますので注意が必要です。「自家消費率 50%未満」なら 

中小企業経営強化税制と名前も内容もよく似た制度として「中小企業投資促進税制」という 

税制優遇制度もあります。 

 

こちらは、受けられる優遇措置は少し下がりますが、余剰売電型の自家消費率は問いませんので

「自家消費率 50%未満」で税制優遇を受ける場合にはこちらを選択する方法もあります。 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
https://enetech.co.jp/guide/glossary/solar-power-for-investment/
https://enetech.co.jp/guide/glossary/tax-strengthening-for-sme-management/


 

 

Q3:「税額控除」について 

A3: 

・税額控除は、設備費用に対する税金を控除してもらえる税制優遇です。企業の資本金額に 

よって受けられる優遇の内容が異なります。 

 

・資本金 3,000万円未満の企業→「10%の税額控除」 

・資本金 3,000万円以上 1億円以下の企業→「7%の税額控除」 

 

また、税額控除が受けられる上限は、その年の法人税額・所得税額の 20%までとなっている 

ので注意しましょう。 

 

Q4:「即時償却」について 

A4: 

・即時償却とは、該当設備の設備費用をその年の経費に全額計上することです。 

・経費をまとめて計上することで、その年の節税につながります。通常、こうした設備投資の費用 

は、減価償却で計上しますが、中小企業経営強化税制で選択できる即時償却ではそれらを 

初年度に一括で計上します。 

 

https://enetech.co.jp/guide/glossary/immediate-depreciation/
https://enetech.co.jp/guide/glossary/depreciation/
https://enetech.co.jp/guide/glossary/immediate-depreciation/


減価償却のしくみ(従来の課税方法) 

 

Q5:「減価償却のしくみ」について 

 

・減価償却では上記のように、設備費用を耐用年数に応じて、毎年分割して経費に計上します。 

・自家消費型太陽光発電を導入する際には、通常の課税方法では、この「減価償却」になります。 

 

Q6:「即時償却」について 

A6: 

https://enetech.co.jp/guide/glossary/depreciation/
https://enetech.co.jp/guide/glossary/self-consumption-solar-power/
https://enetech.co.jp/guide/glossary/depreciation/


 

・即時償却を選択した場合、上記のように「1年目に」一括で計上することができます。 

 

Q7:「即時償却のメリット」について 

A7: 

・即時償却のメリットは、経費を多く計上して利益を圧縮することによって、初年度に支払う税金 

額を減らせることです。 

・「資金を早めに回収したい」「回収した資金をすぐさま別の設備に投資したい」といった目的での

活用方法が考えられます。 

 

Point→ 

【Roof Plus は、割賦売買(需要家の資産計上)のため、PPA における、将来の旧一電(一般

電気事業者)による電力料金低減リスクを節税効果によって先取りできます。】 

 

 

Q8:「即時償却と税額控除どちらを選ぶ」について 

A8: 

・中小企業経営強化税制では「税額控除」と「即時償却」のいずれかを選択して適用できます。 

下記にそれぞれのメリット・デメリットをご参照ください。 

 

メリット デメリット 

税額控除 支払う税金の総額が減る すぐに節税効果は得られない 

https://enetech.co.jp/guide/glossary/immediate-depreciation/
https://enetech.co.jp/guide/glossary/tax-strengthening-for-sme-management/
https://enetech.co.jp/guide/glossary/immediate-depreciation/


即時償却 節税効果を短期間で得られる 支払う税金の総額は減らない 

基本的には「長期的に考える場合は税額控除、短期的に考える場合は即時償却」といったように

選択すると良いでしょう。 

 

RDo→  

・即時償却と、10%税額控除の節税効果の比較シミュレーションができます。 

・PPA と、Roof Plusの比較シミュレーションも可能です。 

 

 

Q9:「対象となる企業の条件」について 

A9: 

・中小企業経営強化税制が適用されるための条件は、以下の 3つです。 

1.青色申告者であること 

２．個人事業主または中小企業者であること 

３．対象業種であること 

 

Q10:「青色申告者」とは? 

A10: 

・青色申告は確定申告の種類の 1つです。白色申告よりも申請内容は複雑になりますが、特別 

控除などさまざまな利点を受けられます。 

・中小企業経営強化税制では、この青色申告を行っている「青色申告者」であることが条件に 

なります。 

 

Q11:「事業主または、中小企業者であること」とは? 

A11. 

・個人事業主は、開業届を提出しているものの、会社を設立せずに事業をおこなう人を指します。 

こちらはいわゆる「自営業」と言えば、イメージしやすいでしょう。 

 

・中小企業者とは？ 中小企業者は下記の条件を満たす企業を指します。 

 

・資本金または出資金の額が１億円以下の法人 

・資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が 1,000人以下の法人 

・常時使用する従業員数が 1,000人以下の個人 

・協同組合等 

（中小企業等経営強化法第 2条第 2項に規定する「中小企業者等」に該当するもの） 

https://enetech.co.jp/guide/glossary/immediate-depreciation/
https://enetech.co.jp/guide/glossary/blue-filer/
https://enetech.co.jp/guide/glossary/blue-filer/


引用元：中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和 5 年 4 月 3

日版)」 

 

ただし以下の場合は対象外 

１．同一の大規模法人から２分の１以上の出資を受ける法人 

２．２つ以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける法人 

３．前３事業年度の所得金額の平均額等が 15億円を超える法人 

 

・規模の大きな法人から出資を受けている企業の方は、詳しくチェックしておきましょう。 

引用元：中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和 5 年 4 月 3

日版)」 

 

 

３．対象業種であること / 中小企業経営強化税制には対象業種も指定されています。 

・以下に一覧表を記載するので、貴社がそれに該当するかどうかのチェックにお役立てください。 

 

〇対象業種一覧 / 中小企業経営強化税制の対象業種は以下の通りです。 

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業 

小売業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業 

料理店業その他の飲食店業（一定の類型を除き、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他こ

れらに類する事業を除きます。）、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包

業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業、不動産

業、物品賃貸業、広告業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業その他の生活関連サービス業、医療、

福祉業、社会保険・社会福祉・介護事業、教育、学習支援業、映画業、協同組合（他に分類されな

いもの）=他に分類されないサービス業（廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹

介・労働者派遣業、その他の事業サービス業） 

引用元：中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和 5 年 4 月 3

日版)」 

 

×対象外業種一覧 / その反対に、対象外業種は以下の通りです。 

・電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業 

・娯楽業（映画業を除く）、性風俗関連特殊営業 

引用元：中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和 5 年 4 月 3

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
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https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf


日版)」 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf 

 

 

注意が必要な対象外業種「娯楽業」 

・前述の一覧表にも記載されている通り、娯楽業は映画業を除き、中小企業経営強化税制の対象

とならないので注意してください。ちなみに娯楽業の分類については、総務省が作成する『日本標

準産業分類』に細かく記載されているので、こちらもあわせてチェックしましょう。 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000591275.pdf 

 

 

対象となる「設備」の条件 

次に「対象となる設備の条件」を確認して行きましょう。 

「対象となる設備の条件」は、下記のようになります。 

 

引用元：中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和 5 年 4 月 3

日版)」 

 

順番に解説していきます。 

A類型と B類型とは? 

・中小企業経営強化税制では、該当設備を導入する目的によって本来「A類型/B類型/C類型 

/D類型」の 4つに分類されます。 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
https://enetech.co.jp/guide/glossary/tax-strengthening-for-sme-management/
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html#n
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太陽光発電が該当するのは A類型と B類型になります。 

・2020年にコロナ禍を受けて、デジタル化設備導入強化の為新設された「C類型」 

・2021年にM&Aにおける経営資源集約化への設備投資の為に新設された「D類型」も 

ありますが、これらは太陽光発電とは関連性がないので本記事では詳しい説明は省略します。 

 

太陽光発電が該当するのは「機械装置」 

・中小企業経営強化税制には機械装置や工具、器具備品といった対象設備がありますが、この 

うち太陽光発電は「機械装置」にあたります。 

・これを踏まえたうえで、機械装置における A 類型と B 類型それぞれの取得条件を確認しましょ

う。 

 

A類型と B類型それぞれの取得条件 

A類型の取得条件 

 

引用元：中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和 5 年 4 月 3

日版)」 

要件 

1.一定期間内に販売された設備 

一定期間内に販売された設備である必要があります。 

設備の種類によって期間は異なりますが、太陽光発電が該当する「機械設備」は「10 年以内」に

販売されたものである必要があります。 

【意味=最新の PVモデルである必要はありません。10年以内に販売開始されたものでOK】 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf 

 

2.生産性が年平均１％以上向上する設備 

経営力の向上に資するものとして（生産効率、エネルギー効率、精度など）が旧モデルと比較して

https://enetech.co.jp/guide/glossary/tax-strengthening-for-sme-management/
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf


年平均１％以上向上している設備である必要があります。 

 

確認者 

上記の「要件」を満たすことについて工業会等の証明を受ける必要があります。 

 

申請の流れ 

A類型の申請の流れは下のようになっています。 

 

引用元：中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和 5 年 4 月 3

日版)」を元に作成 

 

上記の通り、 

作業の大部分はメーカーや工業会がおこなっているため、事務作業が少なく済みます。 

手間が少なくなるため「B類型よりも手続きが楽」です。 

 

B類型の取得条件 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf


 

引用元：中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和 5 年 4 月 3

日版)」 

要件 

投資利益率が 5%以上となることが見込まれる設備 

年平均の投資利益率が 5％以上となることが見込まれる設備が対象になります。 

販売開始時期は求められていない 

A類型では定められていた販売開始時期が、B類型では特に定められていません。 

事前確認機関 

「A類型」にはありませんでしたが、 

「B類型」には、提出前に「税理士または公認会計士」の事前確認が必要になります。 

確認者 

上記の「要件」を満たすことについて 

経済産業局の確認を受ける必要があります。 

申請の流れ 

B類型の申請の流れは下のようになっています。 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf


 

 


